
 

亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２９年３月３１日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第７号  

 

亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行

細則の一部を改正する規則  

 

亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成

２８年亀山市規則第４号）の一部を次のように改正する。  

目次中  

           を  

                 に改める。  

第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とし、第１４条を

第１５条とする。  

第１３条第１項中「省令第７条第１項」を「省令第３０条第１項」

に、「別表第３」を「別表第５」に改め、同条第２項中「省令第７

条第１項」を「省令第３０条第１項」に改め、同条第３項中「省令

第７条第２項」を「省令第３０条第３項」に、「別表第２」を「別

表第４」に改め、同条を第１４条とし、第１２条を第１３条とする。  

第３章を第４章とする。  

第２章中第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第

９条を第１０条とする。  

第８条中「省令第４条」を「省令第２６条」に改め、同条を第９

「第２章  建築物の建築に関する届出等  

第３章  建築物エネルギー消費性能向  

第４章  建築物エネルギー消費性能に  

「第２章  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等  

第３章  建築物エネルギー消費性能に係る認定等（第

（第３条―第１１条）  

１２条―第１６条）  」  

（第３条）  

上計画の認定等（第４条―第１２条）  

係る認定等（第１３条―第１７条   」  

を  



 

条とし、第７条を第８条とする。  

第 ６ 条 中 「 省 令 第 ３条第２項」 を「省令第２５ 条第２項」に、

「省令第６条」を「省令第２８条」に改め、同条を第７条とし、第

５条を第６条とする。   

第４条第１項中「省令第１条第１項」を「省令第２３条第１項」

に、「別表第１ 」を「別表第３ 」に改め、同条 第２項中「省令第

１ 条 第 １ 項 」 を 「 省 令 第 ２ ３ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中

「省令第１条第３項」を「省令第２３条第３項」に、「別表第２」

を「別表第４」に改め、同条を第５条とし、第３条を第４条とする。 

第２章を第３章とし、第１章の次に次の１章を加える。  

第２章  建築物の建築に関する届出等  

（市長が定める図書）  

第３条  省令第１２条第１項の市長が必要と認める図書は、別表第

１の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるものとする。  

２  省令第１２条第３項に規定する市長が不要と認める図書は、別

表第２の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるものとする。  

別表第３中「第１３条」を「第１４条」に改め、同表第１２条の

規定により審査を受け、市長が別に定める機関により申請に係る建

築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認められた場合

の項中「第１２条」を「第１３条」に改め、同表申請に係る建築物

が、法第３０条第１項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定（以下この表において「性能向上計画認定」という。）を受

けた場合の項中「省令第３条第２項」を「省令第２５条第２項」に

改め、同表を別表第５とする。  

別表第２中 ｢第４条、第１３条 ｣を ｢ 第５条、第１４条 ｣に改め、

同表を別表第４とする。  

別表第１中「第４条」を「第５条」に改め、同表第３条の規定に

より審査を受け、市長が別に定める機関により建築物エネルギー消

費性能向上計画が法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合すると

認められた場合の項中「第３条」を「第４条」に改め、同表建築物



 

エネルギー消費性能向上計画に係る住宅が、住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下「住宅品質確保法」

という。）第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受

けた場合（法第３０条第１項第１号に基づく基準に適合した等級の

評価を受けたものに限る。）の項中「住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成１１年法律第８１号。以下「住宅品質確保法」とい

う。）」を「住宅品質確保法」に改め、同表を別表第３とし、附則

の次に次の２表を加える。  

別表第１（第３条関係）  

区分  図書の種類  
全ての届出  付近見取図（都市計画法第１１

条に規定する都市施設が記載さ

れている縮尺２５００分の１程

度の図面とする。）  

届出に係る建築物が一戸建て住

宅の場合であって、当該住宅が

住宅の品質確保の促進等に関す

る 法 律 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第

８ １ 号 。 以 下 「住宅品質確保

法」という。）第６条第１項に

規定する設計住宅性能評価書の

交付を受けた場合（建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合した

等級の評価を受けたものに限

る。）  

設計住宅性能評価書の写し  

届出に係る建築物が、一般社団

法人住宅性能評価・表示協会が

運用する建築物省エネルギー性

能表示制度（以下「ＢＥＬＳ」

という。）に基づく評価書の交

付を受けた場合（建築物全体が

建築物エネルギー消費性能基準

ＢＥＬＳに基づく評価書の写し



 

に適合した評価を受けたものに

限る。）  

別表第２（第３条関係）  

区 分  図 書 の 種 類  
別表第１の図書の種類に揚げる
設計住宅性能評価書の写しを添
付する場合  

各種計算書（建築物のエネルギ
ー消費性能に係る計算その他の
計算を要する場合における当該
計算の内容）  

別表第１の図書の種類に掲げる

ＢＥＬＳに基づく評価書の写し

を添付する場合  

各種計算書（建築物のエネルギ

ー消費性能に係る計算その他の

計算を要する場合における当該

計算の内容）  

様式第１号及び様式第２号中「第５条関係」を「第６条関係」に

改める。  

様式第３号中「第６条関係」を「第７条関係」に改める。  

様式第４号中「第７条、第１４条関係」を「第８条、第１５条関

係」に改める。  

様式第５号中「第８条関係」を「第９条関係」に、「第４条」を

「第２６条」に改める。  

様式第６号中「第９条、第１５条関係」を「第１０条、第１６条

関係」に改める。  

様式第７号中「第１０条関係」を「第１１条関係」に改める。  

様式第８号中「第１１条、第１６条関係」を「第１２条、第１７

条関係」に改める。  

  附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の亀山市建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定に基づ

いて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正



 

後の亀山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行

細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。  

３  この規則による改正前の亀山市建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律施行細則に規定する様式により作成した用紙は、

当分の間、必要な調整をして使用することができる。  


